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当社は平成25年３月28日開催の取締役会において、平成25年７月９日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会

社、当社の連結子会社である中山三星建材株式会社、中山通商株式会社、三星商事株式会社、三星海運株式会社及び三

泉シヤー株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企

業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出いたしました。 

その後、当該臨時報告書の記載事項のうち未確定であった事項が確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５

第５項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２ 報告内容 

（5）本株式交換後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額および事業の内容 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

２ 報告内容 

(5) 本株式交換後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産

の額、総資産の額および事業の内容 

（訂正前） 

  

（訂正後） 

１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正内容】

商号 株式会社中山製鋼所

本店の所在地 大阪市大正区船町一丁目1番66号

代表者の氏名 代表取締役社長 藤井 博務

資本金の額 15,538百万円

純資産の額 現時点では確定しておりません。

総資産の額 現時点では確定しておりません。

事業の内容 鉄鋼製品の製造、販売

商号 株式会社中山製鋼所

本店の所在地 大阪市大正区船町一丁目1番66号

代表者の氏名 代表取締役社長 藤井 博務

資本金の額 15,538百万円

純資産の額 
（平成25年９月30日現在）

40,925百万円

総資産の額 
（平成25年９月30日現在）

90,115百万円

事業の内容 鉄鋼製品の製造、販売


